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夕張市特定事業主行動計画 

 

 

令和２年３月３１日   

夕 張 市 長   

夕 張 市 議 会 議 長   

夕張市選挙管理委員会   

夕張市代表監査委員   

夕張市農業委員会   

夕 張 市 公 平 員 会   

夕張市教育委員会   

夕 張 市 消 防 長   

 

 

Ⅰ．策定の趣旨 

 夕張市では、職場における女性職員の割合が 20％に迫る一方で、管理的地位に占める女

性職員の割合は 5.4％と低くなっている（平成 31年４月現在）。女性職員の活躍を推進する

ためには、女性登用の拡大だけでなく、男性が積極的に家庭生活に関与することも不可欠で

あり、職員がこれらを理解し、協力的な職場環境を作ることが重要である。 

 職員が協力して、男女ともに働きやすい職場を作り、女性職員が活躍できる環境を整える

ことは、次世代を担う子どもを健全に育成することにつながり、職員のワークライフバラン

スの推進のために重要であると考えられる。これを踏まえ、市は働きやすい環境づくりによ

って職員がワークライフバランスを実現することができるよう、夕張市特定事業主行動計

画（以下「本計画」という。）を策定した。 

 なお、本計画は、次世代育成支援対策推進法（平成 15年法律第 120号。以下「次世代法」

という。）第 19条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第

64 号。以下「女活法」という。）第 19 条に基づき、夕張市長、夕張市議会議長、夕張市選

挙管理委員会、夕張市代表監査委員、夕張市農業委員会、夕張市教育委員会及び夕張市消防

長が策定する特定事業主行動計画に位置付けるものとする。また、平成 28年４月１日から

５年間を計画期間として策定した「女性活躍推進法に基づく夕張市特定事業主行動計画」の

見直しを含むものである。 

 

Ⅱ．計画期間 

本計画は、令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間を計画期間とする。 
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Ⅲ．計画の推進体制整備等 

（１）総務課を主管課として、全ての市職員に周知し意識の醸成を図る。 

（２）計画策定後も、各年度の実施状況の点検・把握を行い、計画の実効性を向上に努

める。また、計画期間中にあっても必要に応じて計画の見直しを行うこととする。 

 

Ⅳ．現状把握と数値目標 

次世代法第 19条第１項並びに女活法第 19条第３項及び女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成 27 年内閣

府令第 61号。以下「内閣府令」という。）第２条に基づき、市長部局、市議会事務局、市

選挙管理委員会事務局、市代表監査委員事務局、市公平員会事務局、市教育委員会事務局

及び市消防本部において、次世代育成支援対策の推進及び女性の活躍の推進に向けた取り

組みについて、改善すべき事情について分析を行った。 

また、この分析に基づき、次世代育成支援対策の推進及び女性の活躍の推進に向けた取

組目標を設定した。なお設定目標については、最も改善が必要とされる課題から順に掲げ

ることとする。 

 

１．次世代育成支援対策の推進及び女性の活躍の推進に関する状況把握 

 ※ 以下、次世代法に基づく事項は【次】、女活法に基づく事項は【女】と表記する。 

 

（１）採用した職員に占める女性職員の割合【女】 

年 度 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 

採用職員数 ７人 ９人 ９人 

女性職員数 ２人 ３人 ２人 

採用割合 ２８．６％ ３３．３％ ２２．２％ 

※採用割合は、小数点以下第２位以下を四捨五入したものである。 

 

（２）離職率の男女の差異（平成３０年度）【女】 

区 分 女 性 男 性 

在職人数（Ａ） ３０人 １１７人 

退職人数（Ｂ） ３人 １人 

離職率（Ｂ／Ａ） １０．０％ ０．９％ 

※「離職率」は当該年度に在職した職員に対する当該年度に退職した職員の割合をいう。 

※離職率は、小数点以下第２位以下を四捨五入したものである。 
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（３）離職者の年齢区分別・男女別の割合（平成３０年度）【次】【女】 

年齢区分 

性別 

20歳 

～24歳 

25歳 

～29歳 

30歳 

～34歳 

35歳 

～39歳 

40歳 

～44歳 

45歳 

～49歳 

女性職員 １人 １人    １人 

男性職員   １人    

 

（４）管理的地位にある職員に占める女性職員の割合（平成３１年４月１日現在） 

【次】【女】 

区 分 全 体 女 性 男 性 

対象人数 ３７人 ２人 ３５人 

割合 １００．０％ ５．４％ ９４．６％ 

※主幹以上の職員とする。 

※割合は、小数点以下第２位以下を四捨五入したものである。 

 

（５）各役職段階にある職員に占める女性職員の割合及びその伸び率【次】【女】 

区 分 H27.4.1 H31.4.1 伸び率 

主事級 
女性職員数 ４人 ７人 

２８．７％ 
割合 １４．３％ １８．４％ 

主任級 
女性職員数 ７人 ８人 

３０．６％ 
割合 ２１．９％ ２８．６％ 

主査級 
女性職員数 ７人 ５人 

３．７％ 
割合 ２１．９％ ２２．７％ 

係長級 
女性職員数 ５人 ６人 

－１４．４％ 
割合 ２５．０％ ２１．４％ 

主幹級 
女性職員数 １人 ２人 

４９．３％ 
割合 ６．７％ １０．０％ 

課長級 
女性職員数 １人 ０人 

－１００．０％ 
割合 ５．３％ ０．０％ 

合計 
女性職員数 ２５人 ２８人 

７．０％ 
割合 １７．１％ １８．３％ 

※「伸び率」は各役職段階にある女性職員の割合の伸び率をいう。 

※割合及び伸び率は、小数点以下第２位以下を四捨五入したものである。 
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（６）職員の年次休暇取得率及び平均年取得日数（平成３０年）【次】【女】 

区 分 全 体 

年次休暇取得率 ４１．７％ 

平均取得日数 ８．３日 

※年次休暇取得率及び年平均取得日数は、小数点以下第２位以下を四捨五入したもので 

 ある。 

 

（７）職員一人当たりの各月ごとの時間外勤務時間（平成３０年度）【次】【女】 

区 分 総時間外勤務時間 職員一人当たり 上限超過職員数 

４月 ２,１８２時間 １９．６時間 ５人 

５月 １,３８０時間 １２．４時間 １人 

６月 １,５０８時間 １３．５時間 ２人 

７月 １,６０９時間 １４．３時間 ２人 

８月 １,３５６時間 １１．７時間 １人 

９月 ２,１７８時間 １９．３時間 ５人 

10月 １,８６２時間 １６．３時間 ２人 

11月 ２,１５２時間 １９．０時間 ５人 

12月 １,３７３時間 １２．０時間 ０人 

１月 １,４７３時間 １３．１時間 １人 

２月 １,７１７時間 １５．４時間 ３人 

３月 ２,１３８時間 １９．０時間 ４人 

計 ２０,９２８時間 １８３．７時間 ３０人 

月平均 １,７４４時間 １５．３時間 ２．５人 

※平均は、小数点以下第２位以下を四捨五入したものである。 

 

（８）男女別の育児休業等取得状況（平成３０年度）【次】【女】 

区 分 女 性 男 性 

対象人数 １人 ０人 

取得人数 １人 ― 

取得率 １００．０％ ― 

取得期間 １年間 ― 

※平成３０年度は、育児短時間勤務を行った女性職員が１名であった。 

※取得率は、小数点以下第２位以下を四捨五入したものである。 
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（９）配偶者出産休暇又は育児参加のための休暇の取得状況（平成３０年度）【次】【女】 

区 分 男 性 

対象人数 １人 

取得人数 １人 

取得率 １００．０％ 

取得日数 １日 

※平成３０年度は、配偶者出産休暇を取得した職員が１名であった。 

※取得率は、小数点以下第２位以下を四捨五入したものである。 

 

（10）セクシュアルハラスメント等対策の整備状況（令和元年度）【次】【女】 

令和２年２月 10日付けで各種ハラスメントの防止等に関する指針を策定し、各種ハラス

メントの防止及び排除に関して意識啓発に取り組んでいる。 

また指針の中で、ハラスメント相談窓口を総務課に設置することとしている。 

 

２．目標設定 

当該課題の分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定する。 

なお、この目標は市長部局、市議会事務局、市選挙管理委員会事務局、市代表監査委員

事務局、市公平員会事務局、市教育委員会事務局及び市消防本部において、それぞれの女

性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行

った結果、最も大きい課題に対応するものを掲げている。 

 

○ 時間外勤務時間の縮減 

■ 平成３０年度の実績「月１５．３時間」から１５％以上縮減

し、「月１３時間以下」とする。 

 

取組 

毎週水曜日の「ノー残業デイ」をメールにて全庁に周知し、一斉に退庁する取組を

実施する。 

毎月、時間外勤務実績を所属長に配付し、個別面談で状況の把握、業務配分を検討

して業務の平準化、業務の効率化を目指して、時間外勤務時間の縮減を推進する。 
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○ 女性職員の管理職登用の推進 

■ 課長・主幹の女性の割合を「１０％以上」とする。 

 

取組 

市町村職員研修センターへ係長の女性職員を「指導能力」研修や管理職女性職員を 

「管理能力」研修等に積極的に受講させ、能力開発、啓発に努め、女性職員の管理

職への登用割合を増やす。 

 

○ 男性職員の育児参加の促進 

■ 育児休業を取得する男性職員の人数を「１人以上」とする。 

 

取組 

男性職員の育児休業取得推進のため、男性の育児意識の啓発や上司や同僚の理解の

促進を図り、育児休業中の人員確保等の必要性を検討する。 

 

○ 有給休暇の取得促進 

■ 有給休暇の平成３０年の平均取得日数「８．３日」から 

 「１０日以上」にする。 

 

取組 

業務の平準化、業務の効率化を進めるとともに、職場内での情報共有等により、担

当職員が不在であっても対応できるような体制づくりを取り進め、有給休暇の取得推

進に取り組む。 

 

 


